
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）が
記
載
さ

れ
た
通
知
カ
ー
ド
は
届
き
ま
し
た
か
？

〈社会保障・税番号制度〉が始まります！

　

都
留
市
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）が

記
載
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
が
12
月
上
旬
に
か
け
て
各

世
帯
主
様
あ
て
に
配
達
さ
れ
ま
し
た
。
受
取
人
の
不

在
、
転
送
が
か
か
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
住
所
変
更

の
理
由
で
通
知
カ
ー
ド
が
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い

方
は
通
知
カ
ー
ド
が
市
役
所
に
返
戻
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
通
知
カ
ー
ド
を
窓
口
で
受
け
取
る
に
は
！

　

事
前
に
お
電
話
で
返
戻
状
況
を
ご
確
認
の
上
、

市
民
課
市
民
窓
口
担
当
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

《
世
帯
主
ま
た
は
世
帯
主
と
同
一
世
帯
の
方
が
受
け

取
り
に
来
る
場
合
》

　

持
ち
物

・
顔
写
真
付
き
の
官
公
署
発
行
書
類
の
場
合
１
点

　
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）

・
顔
写
真
付
き
で
な
い
書
類
の
場
合
２
点

　

�（
保
険
証
＋
社
員
証
、
保
険
証
＋
年
金
手
帳
、
後

期
高
齢
者
保
険
証
＋
介
護
保
険
証
、
保
険
証
＋
学

生
証
、
保
険
証
＋
通
帳
な
ど
）

※
世
帯
主
ま
た
は
世
帯
主
と
同
一
世
帯
の
方
が
来
庁

で
き
な
い
場
合
は
、
必
要
な
書
類
な
ど
が
あ
り
ま
す

の
で
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
通
知
カ
ー
ド
は
大
切
に
保
管
を
！

　

通
知
カ
ー
ド
は
皆
様
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）を
お
知
ら
せ
す
る
大
切
な
カ
ー
ド
で
す
。
紛
失

し
た
り
誤
っ
て
損
傷
し
た
り
し
な
い
よ
う
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
等
を
さ
れ
た
場
合
に
は

再
発
行
が
可
能
で
す
が
、
再
発
行
の
際
に
は
再
発
行

その９

　住民票を有する全ての方に 12桁
のマイナンバー（個人番号）が通知
されます。

手
数
料（
５
０
０
円
）が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　�

　�

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
IC

チ
ッ
プ
付
き
カ
ー
ド
で
、
表
面
に
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
・
性
別
等
が
記
載
さ
れ
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）が
記
載
さ
れ
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期
間

　

発
行
日
か
ら
10
回
目
の
誕
生
日
ま
で
で
す
。
た
だ

し
、
発
行
時
に
20
歳
未
満
の
方
の
場
合
は
５
回
目
の

誕
生
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
は
任
意
で
す

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
必
要
で
な
い
方
は
申
請

不
要
で
す
）

《
申
請
の
流
れ
》

　

�

通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
る
申
請
書
で「
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」へ
申
請
を
行
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

�

※
郵
送
に
よ
る
申
請
ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
申
請
が
可
能
で
す
。

　

�

平
成
28
年
１
月
以
降
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
準
備
が

整
う
と
本
市
か
ら
交
付
通
知
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す

　
　
　
　
　

�

※
制
度
開
始
直
後
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申

請
が
集
中
す
る
た
め
、
カ
ー
ド
を
お
渡
し
す

る
ま
で
に
お
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

�

交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
受

け
取
り
日
時
の
電
話
予
約
を
し
ま
す

　
　
　
　
　

�

※
市
民
の
皆
様
に
ス
ム
ー
ズ
に
お
渡
し
で
き

る
よ
う
受
け
取
り
は
事
前
予
約
制
を
導
入
し

ま
す
。
詳
細
は
交
付
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

�

交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
を
持
参
し
、

予
約
日
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
り
ま
す

　
　
　
　
　

�

※
本
人
確
認
の
上
、
暗
証
番
号
を
設
定
し
て

頂
き
ま
す
の
で
、
受
け
取
り
は
ご
本
人
が
ご

来
庁
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

〇
市
民
課　

市
民
窓
口
担
当　

〇�

個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
０
５
７
０（
７
８
３
）５
７
８

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
95
）０
１
７
８

■通知カード（見本）

マイナンバーはこんな場面で必要です
　　　
　�平成28年1月から申請書などにマイナンバーの記載が必要になります。

社���
会
保
障
関
係
…

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
、「
国
民
健
康
保
険
」・「
介

護
保
険
」「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
」な
ど
の
各
種
手

続
き
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）が
必
要
と
な

り
ま
す
！

※
都
留
市
す
こ
や
か
子
育
て
医
療
費
助
成
制
度
に
つ

い
て
は
、
申
請
時
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

は
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
利
用
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

税���

関
係
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
28
年
１
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
る
、「
税
」の

各
種
手
続
き
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
・
法
人

番
号
）が
必
要
と
な
り
ま
す
！�

○
各
種
届
出
申
請
、
手
続
き

�　

�

納
税
管
理
人
申
告
書
、
相
続
人
代
表
者
指
定（
変

更
）届（
相
続
に
よ
る
納
税
義
務
の
継
承
）、
共
有

代
表
者
指
定（
変
更
）届
、
住
宅
用
地
申
告
書
・
新

築
住
宅
等
減
額
申
告
書
な
ど

○
固
定
資
産
税�

　

�

償
却
資
産
申
告
書
な
ど

○
法
人
市
民
税�

　

�

法
人
市
民
税
申
告
書
・
届
出
書
な
ど

○
個
人
住
民
税�

平
成
28
年
１
月
１
日
以
後
に
記
載
が
必
要
な
も
の

　

�

退
職
所
得
の
納
入
申
告
書
、
特
別
徴
収
義
務
者
の

所
在
地
名
称
変
更
届
出
書
な
ど

平
成
28
年
分
以
後
の
所
得
に
係
る
申
告
な
ど
か
ら
記

載
が
必
要
な
も
の

　

住
民
税
申
告
書
、
給
与
支
払
報
告
書

※�

軽
自
動
車
税
の
車
検
用
納
税
証
明
、
標
識
交
付
な

ど
の
申
請
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
・
法

人
番
号
）は
不
要
で
す
。

注
　
意　

�

代
理
人（
自
動
車
・
バ
イ
ク
販
売
店
な
ど
）

へ
の
依
頼
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
・

法
人
番
号
）の
写
し
の
提
供
は
不
要
で
す
。

○
地
方
税
分
野
の
各
税
目
の
個
別
手
続
等
に
お
け
る

個
人
番
号
・
法
人
番
号
の
利
用
や
番
号
記
載
時
期
等

に
つ
い
て

各
税
目
別
に
お
け
る
個
人
番
号
・
法
人
番
号
の
記
載

開
始
時
期
は
、
税
目
・
手
続
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

・
固
定
資
産
税
の
申
告
の
手
続
で
は
、
平
成
28
年
１

全
て
の
手
続
き
に
共
通
す
る

窓
口
で
の
本
人
確
認
に
つ
い
て

　　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）を
ご
記
入
い
た
だ

く
手
続
き
に
は
、
他
人
の
な
り
す
ま
し
な
ど
を
防
止

す
る
た
め
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

本
人
確
認
の
方
法

①
本
人
が
手
続
き
す
る
場
合

　

次
の
Ａ
、
Ｂ
の
両
方
を
確
認
い
た
し
ま
す
。

　

Ａ　

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）の
確
認（
番
号

が
正
し
い
こ
と
の
確
認
）

　

Ｂ　

�

本
人
確
認（
番
号
の
正
し
い
持
ち
主『
本
人
』

で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

②
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合

　

次
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
全
て
を
確
認
い
た
し
ま
す
。

　

Ａ　

�

本
人（
申
請
者
、
届
出
者
）の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）の
確
認

　

Ｂ　

代
理
権
が
あ
る
こ
と
の
確
認（
委
任
状
な
ど
）

　

Ｃ　

代
理
人
の
本
人
確
認

個人番号を取り扱う事務 問合先
国民健康保険制度 市民課�保険年金担当
後期高齢者医療制度 市民課�保険年金担当

障害福祉サービス・障害児通所給付 福祉課�障がい者支援担当
障害者自立支援医療費 福祉課�障がい者支援担当
各種障害者手帳・手当 福祉課�障がい者支援担当

重度心身障害者医療費助成制度 福祉課�障がい者支援担当
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金・支給金 福祉課�地域福祉担当

児童手当 健康子育て課�子育て支援担当
児童扶養手当 健康子育て課�子育て支援担当

ひとり親家庭医療費助成制度 健康子育て課�子育て支援担当
未熟児養育医療費 健康子育て課�子育て支援担当

子どものための教育・保育給付 健康子育て課�保育家庭担当
介護保険制度 長寿介護課�介護保険担当

老人福祉法に基づく措置 長寿介護課�高齢者福祉担当
就学援助認定 学校教育課�学校教育担当

■平成28年1月からマイナンバーを取り扱う事務の一覧

月
１
日
以
降
の
固
定
資
産
に
係
る
申
告
書
な
ど
か
ら

適
用
と
な
り
ま
す
。

・
法
人
市
民
税
の
確
定
申
告
・
中
間
申
告
で
は
、
平

成
28
年
１
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

適
用
と
な
り
ま
す
。

・
個
人
住
民
税
の
申
告
の
手
続
で
は
、
平
成
28
年

分
以
後
の
所
得
に
係
る
申
告
書
な
ど
か
ら
適
用
と

な
り
ま
す
。

問
合
先　

税
務
課

あなたのマイナンバー（個人番号）です

Ｈ2 8 . 1 . 11 1 Ｈ 2 8 . 1 . 1 1 0


